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１、所有 

 業務に利用する車両は法人所有（リース物件含む）を原則とする。職員所有車の借上げを例外

とする。 

 

２、管理 

   法人事務局に車両管理責任者(総務部長)を置く。車両管理責任者は､法人全体の車両管理､安全 

運転全般に責任を持つ｡定期的に安全運転のための職員教育を実施する。 

施設に車両管理者(事務長､独立した事業所は所長)を置く。車両管理者は､車両の管理全般､職

員教育､事故への対応等に本部責任者と連携をとって責任を持つ。 

 

３、運転手 

  運転手は車両管理に注意を払い､交通ルールを遵守し､安全運転に心がける。 

 

４、購入、廃棄 

  車両の購入､廃棄等がある場合は必ず本部に連絡する。 

 

５、保険 

  法人所有（リース物件含む）自動車の任意保険は本部で一括して加入する。 

  (２００５年３月現在の設定) 

   運転者の年齢限定なし 

   賠償 対人 １名につき無制限、自損１５００万円、無保険者障害２億円 

         対人傷害賠償つき（自損、本人過失分も補償） 

      対物 １事故につき ２０００万円 

      搭乗者１名 １０００万円（医療保険特約） 

            （マイクロバスのみ 1事故につき５億円） 

   (借上げ車､パートヘルパーの場合を想定している) 

  業務中のみ借用することを条件に車の所有者と事業所長が契約を交わす｡加入している保険を

把握し､年間保険料の一部を法人で負担する｡但し､業務外の事故によって保険料の割引率があ

がる場合はその分については本人負担とする。 

 

６、交通事故 

  事故が生じた場合､運転手は一般的なルールに従い人命救助を第一とし､速やかに警察（救急 

車）と事務長（所長）に連絡し､指示を受ける｡事務長（所長）は本部に連絡し､事故処理につ 

いての指示を受ける。事後､運転手と事務長は速やかに｢自動車事故報告書｣を本部に提出する。 

 

７、交通違反 

  交通違反は､車両管理責任が生ずる場合を除いて､責任は運転手本人となる。 

   

８、改廃 

  この規定の改廃については常任理事会が行う。 
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